
規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

目
次
中 

第
二
十
九
款
の
三 
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
五
・
第
百
二 

十
条
の
六
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
表
県
民
生
活
部
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
危
機
管
理
防
災
部
の
項 

中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 
 

に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
二
改
革
推
進
課
の
項
第
十
三
号
中
「
地
域
経
営
局
長
」
を
「
行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局

長
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
三 

内
部
統
制
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
六
条
の
二
地
域
政
策
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 
 

十 

地
域
経
営
局
長
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
人
事
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

七 

集
約
化
し
た
定
型
業
務
等
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
税
務
課
の
項
第
二
号
中
「
地
方
法
人
特
別
税
」
を
「
特
別
法
人
事
業
税
」
に
改
め
、
同

」 

「 

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
二
千
十
九
大
会
課 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課 

 

 

 

「 

「 

 

第
百
二
十
条
の
六
） 

八
） 

消

防

防

災

課 

 

 

 

」 

「 

第
二
十
九
款
の
三 
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
五
・
第
百
二 

第
三
十
款 

削
除 

第
三
十
款 

削
除 

」 

十
条
の
六
） 

 

「 

」 

第
二
十
九
款
の
三 
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
五
・ 

第
三
十
款 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
七
・
第
百
二
十
条
の 

災

害

対

策

課 

消

防

課 

「 

災

害

対

策

課 

消

防

課 

 

 

 

 

」 

」 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課 

 

 

 

 



項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
二
千
十
九
大
会
課
の
項
を
削
る
。 

 

第
七
条
の
三
消
防
防
災
課
の
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
消
防
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号

か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第

九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十 

災
害
対
策
課
の
庶
務
、
予
算
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
三
消
防
防
災
課
の
項
第
十
五
号
中
「
消
防
防
災
対
策
」
を
「
消
防
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

災
害
対
策
課 

 
 

一 

災
害
対
策
基
本
法
の
施
行
（
危
機
管
理
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 
 

二 

防
災
対
策
に
つ
い
て
の
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
調
整
（
危
機
管
理
課
に
お
い
て

所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

災
害
救
助
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

大
規
模
地
震
の
予
知
へ
の
対
応
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

五 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
防
災
対
策
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
危
機
管
理
課

に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

六 

前
各
号
の
ほ
か
、
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
医
療
整
備
課
の
項
第
一
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も

の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
健
康
長
寿
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号

を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
二 

成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等

を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
の

機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
疾
病
対
策
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 
 

十
四 

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
薬
務
課
の
項
第
五
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
産
業
労
働
政
策
課
の
項
第
十
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
産
業
支
援
課
に
お
い
て
所
掌

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第

十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 



 
 

十
二 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
事

業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
第
十
一
条
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
十
三
号
中
「
バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
の
推
進
」
を
「
企

業
等
の
農
業
参
入
に
向
け
た
誘
致
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
及

び
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十

五
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
十
一
条
農
産
物
安
全
課
の
項
第
五
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。 

 
 

十
四 

バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
五 

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
二
条
道
路
街
路
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
自
動
車
取
得
税
、
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
、

自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
地
方
法
人
特
別
税
」
を
「
特
別
法
人
事
業

税
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
一
号
中
「
自
動
車
取
得
税
等
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
等
」
に
、
「
、
自
動
車
取
得

税
」
を
「
、
自
動
車
税
環
境
性
能
割
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
自
動
車

取
得
税
等
及
び
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
等
及
び
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

十
九 

受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
三
十
三
条
第
五
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改

め
る
。 

 

第
四
十
八
条
第
二
項
の
表
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
川
越
の
項
及
び
埼
玉
県
消
費
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
春
日
部
の
項
を
削
る
。 

 

第
六
十
六
条
第
三
項
中
「
埼
玉
県
さ
い
た
ま
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
」
の
下
に
「
（
県

営
土
地
改
良
事
業
さ
い
た
ま
中
央
地
区
の
区
域
を
除
く
。
）
を
加
え
た
区
域
と
し
、
埼
玉
県
春
日

部
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
は
、
同
項
に
規
定
す
る
埼
玉
県
春
日
部
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー

の
所
管
区
域
に
県
営
土
地
改
良
事
業
さ
い
た
ま
中
央
地
区
の
区
域
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
及
び
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
」
を
削
る
。 

 

第
七
十
三
条
第
十
七
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に



埼
玉
県
鉄
道
高
架
建
設
事
務
所 

名

称 

春

日

部

市 

位 
 

 
 

 
 

置 

 

改
め
る
。 

 

第
百
十
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
四
号
」
を
「
前
項
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
」
に
改

め
る
。 

 

第
百
二
十
条
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
三
章
第
二
節
第
三
十
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

第
三
十
款 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所 

 

（
設
置
、
名
称
及
び
位
置
） 

第
百
二
十
条
の
七 

連
続
立
体
交
差
事
業
を
行
わ
せ
る
た
め
、
鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
を
置
く
。 

２ 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

  

（
事
務
） 

第
百
二
十
条
の
八 

埼
玉
県
鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。 

 

一 

東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
・
野
田
線
連
続
立
体
交
差
事
業
（
春
日
部
駅
付
近
）
に
係
る
用
地
取

得
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。 

「 

 

「 

 

」 

 

」 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所 

  

総
務
管
理
部 

用
地
部 

道
路
施
設
部 

河
川
部 

道
路
環
境
部 

 

 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

    

総
務
管
理
部 

用
地
部 

道
路
部 

橋
り
よ
う
部 

河
川
部 

 

 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所 

   

総
務
管
理
部 

用
地
部 

道
路
施
設
部 

河
川
部 

道
路
環
境
部 

 

 

 



 

二 

前
号
の
事
業
に
関
連
し
て
行
う
都
市
計
画
街
路
事
業
に
係
る
用
地
取
得
及
び
工
事
に
関
す

る
こ
と
。 

 
第
百
六
十
一
条
中
「
技
術
支
援
室
」
を
「
材
料
技
術
・
事
業
化
支
援
室
」
に
、
「
事
業
化
支
援

室
」
を
「
生
産
技
術
・
事
業
化
支
援
室
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
防
災
会
議
の
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
災
害
対
策
課
」
に
改
め
、

同
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

改
め
、
同
表
埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
。 

消
防
防
災
課

 
災
害
対
策
課

 

「 

埼
玉
県
地
方
独
立
行

政
法
人
評
価
委
員
会 

 

製
菓
衛
生
師
試
験
委

員 ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試

験
委
員 

埼
玉
県
准
看
護
師
試

験
委
員 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地

方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
関
す
る

事
務
及
び
同
法
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を

処
理
す
る
事
務 

製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
准
看
護
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

保 健 医 療 政 策 課 

 

 

「 

」 

埼
玉
県
地
方
独
立
行

政
法
人
埼
玉
県
立
病

院
機
構
評
価
委
員
会 

埼
玉
県
公
立
大
学
法

人
埼
玉
県
立
大
学
評

価
委
員
会 

製
菓
衛
生
師
試
験
委

員 ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試

験
委
員 

埼
玉
県
准
看
護
師
試

験
委
員 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉

県
立
病
院
機
構
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
処
理
す
る
事
務 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立

大
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
処
理
す
る
事
務 

製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
准
看
護
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

保 健 医 療 政 策 課 

 

 

」 



企
画
財
政
部 

地
域
経
営
局
長 

行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ

Ｔ
局
長 

政
策
・
財
務
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
市
町
村
行
財
政
の
振
興
、
地
域

の
総
合
的
な
整
備
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等

並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び

に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
行
政
経
営
、
情
報
通
信
技
術
の

企
画
及
び
立
案
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に

関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合

調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
政
策
の
企
画
、
総
合
計
画
の
策

定
、
予
算
及
び
議
会
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事

項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る

総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

 

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
企
画
財
政
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
危
機
管
理
課
及
び
消
防
防
災
課
の
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
災

害
対
策
課
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
総
務
部
の
項
中
「
及
び
公
益
通
報
者
保
護
」
を
「
、
公
益
通
報
者

保
護
及
び
内
部
統
制
の
評
価
」
に
改
め
、
同
表
広
聴
広
報
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
農
業
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
ど
も
安
全
課 

児
童
虐
待
対
策
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
児
童
虐
待
対
策
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

環
境
部 

環
境
未
来
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
環
境
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等

並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び

に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

畜
産
安
全
課 

家
畜
衛
生
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
家
畜
伝
染
病
対
策
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属

の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 



埼
玉
県
総
合
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

部 局 療 医 医
療
経
営
管
理
幹 

看
護
師
長 

副
技
師
長 

技
師
長 

副
部
長 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
棟
、
外
来

診
療
等
に
お
け
る
看
護
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も

に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
又
は
言
語
聴
覚

士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
相
当
高
度
の
知
識
、
経
験

等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
た
だ
し
、
副
部
長
が
二
人

以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め

部
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当
該
指
定
事
務
に

限
る
も
の
と
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ン

タ
ー
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

 

第
百
八
十
八
条
第
四
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

五 
雇
用
労
働
局
長 

第
百
八
十
八
条
第
四
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す

る
。 第

百
九
十
二
条
第
一
項
の
表
地
域
機
関
の
項
中
「
に
あ
つ
て
は
総
長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項

の
表
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

畜
産
安
全
課 

家
畜
衛
生
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
家
畜
伝
染
病
対
策
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属

の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

 



埼
玉
県
総
合
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

部 局 療 医 医
療
経
営
管
理
幹 

看
護
師
長 

副
技
師
長 

技
師
長 

副
部
長 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
棟
、
外
来

診
療
等
に
お
け
る
看
護
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、

当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
又
は
言
語
聴
覚

士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
相
当
高
度
の
知
識
、
経
験

等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
た
だ
し
、
副
部
長
が
二
人

以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め

部
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当
該
指
定
事
務
に

限
る
も
の
と
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ン

タ
ー
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

総
合
技
術
セ
ン

タ
ー 

工
事
検
査
員 

主
任
工
事
検
査
員 

副
主
席
工
事
検
査

員 主
席
工
事
検
査
員 

総
合
技
術
幹 

技
術
指
導
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
主
席
工
事
検
査
員
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
理
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を

掌
理
し
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
主
席
工
事
検
査
員

を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
理
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務

に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
総
合
評
価
等
に
係
る
総
合
調
整

に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
土
木
技
術
の
向
上
、
普
及
、
支

援
等
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。 

 

     

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
十
一
条
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
十
五
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
埼
玉
県
卸
売
市

場
条
例
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
改
正
規
定
及
び

第
百
八
十
七
条
の
表
の
改
正
規
定
（
埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
部
分
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
一
日 

 



 

二 

第
十
一
条
農
産
物
安
全
課
の
項
第
五
号
の
改
正
規
定
、
第
三
十
三
条
第
五
号
の
改
正
規
定

及
び
第
七
十
三
条
第
十
七
号
の
改
正
規
定 

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
危
機
管
理
防
災
部
消
防
防
災
課
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞

令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
危
機
管
理
防
災
部
消
防
課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら

れ
た
も
の
と
す
る
。 

 


